
中小企業を弁護士が応援します！ 
弁護士による 
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」・ 
「経営者保証に関するガイドライン」の解説セミナー 

＆ 
「ひまわりほっと法律相談会」 

 
                                              

    主催  京都府中小企業団体中央会・京都弁護士会 

            共催  日本弁護士連合会・京都弁護士協同組合 

 

 
 
 新型コロナウイルス感染症による景気後退に加え、ロシア・ウクライナ問題による燃料や原材
料費等の高騰等、多くの中小企業が外的環境の悪化で様々な経営課題に直面しています。 
このような状況の中、2022年3月には、中小企業や金融機関等による迅速かつ円滑な事業再生

等を可能とすることなどを目的とした「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が公表さ
れました。 
 また、平成 26年 2月に運用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」について、
廃業時に焦点を当て、主たる債務者が廃業したとしても、保証人は破産手続を回避し得ること
の周知等を図るため、「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」
が公表されました。 
中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の急激な変化に対応するため、これらのガイド

ラインについて理解を深め、リスクに備えていただくことを目的に、弁護士による本セミナーを
開催いたします。 

 
また、同時開催として、企業経営全般の法的課題について弁護士が相談に応じる「ひまわりほ

っと法律相談会（リアル面談）」を実施します。 
 
セミナー及び相談会ともに「無料」ですので、ぜひ、御活用ください。 

 

■開催日時 2023年 7 月 20日（木）13：30 ～ 16：00  

■開催場所 京都経済センター 3 階 会議室 3－H 

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地） 

■内  容 （1）法律セミナー（13：30～15：00） ※ウェブ「Zoom」参加可 

テーマ：「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」・ 

「経営者保証に関するガイドライン」の解説セミナー 

講 師：京都弁護士会 弁護士 井上 和人 氏 

 （2）弁護士による「ひまわりほっと法律相談会」（15：00～16：00） 

対 象：中小企業・小規模事業者（定員 10名） 

※リアル面談のみ（事前予約制）、相談時間 30分/名 

■申込方法 

お申込みは裏面の「参加申込書」にて、来る 7月 12日（水）までに、ＦＡＸにてお申込

みください。ウェブ会議（Zoom）での参加をお申込の方には、別途、会議ＩＤ、パスワー

ドを御案内いたします。 

■お問い合わせ先  京都府中小企業団体中央会（担当：細見） TEL 075-708-3701 


